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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記壁部と前記呼気導入部を架橋する架橋部を備え、
　前記架橋部は伸縮可能とされている、マスク。
【請求項２】
　前記架橋部は、蛇腹形状の部分を有する、請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記通気部は、前記呼気導入部よりも前記顔面から離れた側において前記壁部に支持さ
れており、



(2) JP 6382497 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　前記通気部と前記呼気導入部は、前記内部空間内において相対変位可能に結合されてい
る、マスク。
【請求項４】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記通気部は、前記壁部に支持されており、
　前記呼気導入部は前記通気部に支持されており、
　前記呼気導入部よりも前記顔面から離れた側において前記通気部が前記壁部に支持され
ている位置が左右方向に可変とされている、マスク。
【請求項５】
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされている、請求項４に記載の
マスク。
【請求項６】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記壁部に形成された開口に対向するように前記内部空間に配置され、被検者の呼気を
導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記呼気導入部は、装着時において被検者の顔面に対向する側に開口する第１開口部と
上方に開口する第２開口部を区画する仕切り部を備える、マスク。
【請求項７】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部と、
　発光素子と受光素子を含む呼気ガス濃度検出センサを、当該発光素子から出射された光
が前記通気路の一部を横切るように支持するセンサ支持部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記通気部は、前記壁部の外側と前記通気路を連通する換気口を備え、
　前記換気口は、前記通気路の前記一部を避けて前記センサ支持部よりも前記顔面から離
れた側に配置されている、マスク。
【請求項８】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部と、
　発光素子と受光素子を含む呼気ガス濃度検出センサを、当該発光素子から出射された光
が前記通気路の一部を横切るように支持するセンサ支持部と、
　前記内部空間に連通し、酸素供給チューブの一端を保持する酸素供給部と、
　前記呼気ガス濃度検出センサに接続された信号線を着脱可能に保持する保持部とを備え
、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記酸素供給部と前記保持部は、前記センサ支持部を挟んで対称に配置されている、マ
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スク。
【請求項９】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記壁部に支持されており、前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃
度検出センサに導く通気路を区画する通気部と、
　前記呼気導入部よりも前記顔面から離れた側において前記通気部が前記壁部に支持され
ている位置が左右方向に可変とされている、マスク。
【請求項１０】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部と、
　前記内部空間に連通し、酸素供給チューブの一端を保持する酸素供給部と、
　前記呼気ガス濃度検出センサに接続されたコードを保持する保持部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記酸素供給部と前記保持部は、前記通気部を挟んで対称に配置されている、マスク。
【請求項１１】
　被検者の顔面に装着されるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされており、
　前記通気部は、前記壁部の外側と前記通気路を連通する換気口を備え、
　前記換気口は、装着時において前記通気路よりも前記顔面から離れて位置するように配
置されている、マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者の顔面に装着され、被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサへ導くマ
スクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のマスクの例として、特許文献１に記載のものは、壁部、呼気導入部、および通
気部を備えている。壁部は、被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画し
ている。呼気導入部は、当該内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する。通気部は、
壁部に支持され、呼気ガス濃度検出センサに被検者の呼気を導く通気路を区画している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１１５５４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなマスクが装着される顔面の形状は、被検者ごとに異なる。特に呼気導入部
に最も接近する鼻の形状は、被検者による差異が大きい。このような顔面形状の相違に起
因して、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことができない場合がある。
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【０００５】
　よって本発明は、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気
濃度検出センサに導く技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために本発明がとりうる第１の態様は、被検者の顔面に装着され
るマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記呼気導入部は、前記内部空間における位置が可変とされている。
【０００７】
　このような構成によれば、被検者の呼気を確実に導入できる位置に呼気導入部を移動さ
せることができる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気
を確実に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明がとりうる第２の態様は、被検者の顔面に装着さ
れるマスクであって、
　被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆い、内部空間を区画する壁部と、
　前記内部空間に配置され、被検者の呼気を導入する呼気導入部と、
　前記呼気導入部より導入された被検者の呼気を呼気ガス濃度検出センサに導く通気路を
区画する通気部とを備え、
　前記呼気導入部は、装着時において被検者の顔面に対向する側に開口する第１開口部と
上方に開口する第２開口部を区画する仕切り部を備える。
【０００９】
　このような構成によれば、口からの呼気を第１開口部を通じて確実に通気路に導くこと
ができ、鼻からの呼気を第２開口部を通じて確実に通気路に導くことができる。特に第２
開口部が上方に開口しているため、被検者ごとの相違が大きな鼻の形状によらず、鼻から
の呼気を確実に通気路に導くことができる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状
によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００１０】
　上記各態様に係るマスクは、前記壁部と前記呼吸導入部を架橋する架橋部を備える構成
としてもよい。この場合、前記架橋部は伸縮可能とされている。
【００１１】
　被検者の顔面の形状によっては、顔面の一部（特に鼻）が呼気導入部に接触する場合が
ある。このような場合においても、架橋部が伸長することによって呼気導入部が壁部の内
部空間を前方に移動し、被検者の顔面に対して過剰な当接圧を発生しないようにできる。
これにより被検者に与える煩わしさを抑制できるため、マスクの適正な装着位置が維持さ
れやすい。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に
呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００１２】
　前記架橋部は、蛇腹形状の部分を有する構成としてもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、呼気導入部を支持する剛性を確保しつつも、大きな伸長量を
得ることができる。これにより被検者に与える煩わしさをより確実に抑制できるとともに
、呼気導入部の適正な配置の維持が可能となる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の
形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００１４】
　上記各態様に係るマスクにおいて、前記通気部と前記呼気導入部は、相対変位可能に結



(5) JP 6382497 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

合されている構成としてもよい。
【００１５】
　このような構成によれば、マスクが装着される被検者の顔面の形状に応じて、呼気導入
部の内部空間における初期位置を変更できる。例えば被検者の鼻との接触を避けうる位置
や、より確実に被検者の呼気を導入できる位置へ、呼気導入部を移動させることができる
。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度
検出センサに導くことができる。
【００１６】
　上記各態様に係るマスクにおいて、前記通気部が前記壁部に支持されている位置を調節
する調節機構を備える構成としてもよい。この場合、前記呼気導入部は前記通気部に支持
されている。
【００１７】
　このような構成によれば、マスクが装着される被検者の顔面の形状に応じて、呼気導入
部の内部空間における初期位置を変更できる。例えば被検者の鼻との接触を避けうる位置
や、より確実に被検者の呼気を導入できる位置へ、呼気導入部を移動させることができる
。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度
検出センサに導くことができる。
【００１８】
　前記調節機構は、前記壁部を弾性変形させることにより前記位置を調節可能な機構を含
む構成としてもよい。
【００１９】
　このような構成によれば、通気部が壁部に支持されている位置を調節可能とするために
複雑な構造を必要としない。したがって、過剰なコストの上昇を伴うことなく、被検者ご
とに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことが
できる。
【００２０】
　上記各態様に係るマスクは、発光素子と受光素子を含む呼気ガス濃度検出センサを、当
該発光素子から出射された光が前記通気路の一部を横切るように支持するセンサ支持部を
備える構成としてもよい。この場合、前記センサ支持部は、前記壁部の外側と前記通気路
を連通する換気口を備える。前記換気口は、前記通気路の前記一部を避けて配置されてい
る。
【００２１】
　このような構成によれば、換気に伴って外気が検出空間に進入することを抑制できる。
これにより、そのような外気の進入が検出空間における被検者の呼気ガス濃度検出に悪影
響を及ぼすことを防止できる。また前記換気口により呼気を速やかに排出することができ
る。したがって、上述した呼気導入部の位置調節機能とあいまって、被検者の呼気ガス濃
度を正確に検出できる。
【００２２】
　上記各態様に係るマスクは、前記内部空間に連通し、酸素供給チューブの一端を保持す
る酸素供給部と、前記呼気ガス濃度検出センサに接続された信号線を着脱可能に保持する
保持部とを備える構成としてもよい。この場合、前記酸素供給部と前記保持部は、前記セ
ンサ支持部を挟んで対称に配置されている。
【００２３】
　このような構成によれば、酸素供給チューブと信号線をマスクの左右方向について対称
に導出できるため、被検者の顔面に対するマスクの姿勢を安定させることが可能である。
したがって、上述した呼気導入部の位置調節機能とあいまって、被検者の呼気ガス濃度を
正確に検出できるのみならず、被検者に対して安定的に酸素を供給可能である。
【００２４】
　また壁部と呼吸導入部を架橋する架橋部を備える構成と組み合わせた場合、架橋部が内
部空間に注入される酸素を散乱し、内部空間における酸素濃度が均一化される。また酸素
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供給部より内部空間に噴出する酸素が被検者の顔面に直接当たらないため、肌の乾燥を防
止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係るマスクを前方から見た斜視図である。
【図２】図１のマスクを後方から見た斜視図である。
【図３】図１のマスクの一部を前方から見た斜視図である。
【図４】図１のマスクの一部を後方から見た斜視図である。
【図５】図１のマスクが備える通気部と当該マスクに装着されるセンサを示す斜視図であ
る。
【図６】図１のマスクにセンサが装着された状態を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明に係る実施形態の例を添付の図面を参照しつつ以下詳細に説明する。以降の説明
に用いる「右」と「左」は、マスクを装着する被検者から見た左右の方向を示している。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るマスク１を右斜め前方から見た外観を示す斜視図で
ある。図２は、マスク１を左斜め後方から見た外観を示す斜視図である。被検者の顔面に
装着されるマスク１は、壁部２、呼気導入部３、および通気部４を備えている。
【００２８】
　壁部２は、弾性を有する材料によりドーム状の外観を呈するように形成されている。壁
部２は、被検者の鼻と口の少なくとも一部を覆う大きさと形状を有するように形成されて
いる。壁部２の後端部に設けられた縁部２ａは、被検者の顔面に接触する。壁部２は、そ
の内側に内部空間２ｂを区画している。壁部２の前部には開口２ｃが形成されている。開
口２ｃは、内部空間２ｂと壁部２の外側を連通している。
【００２９】
　呼気導入部３は、壁部２の内部空間２ｂに配置されている。呼気導入部３は、第１開口
部３ａと第２開口部３ｂを区画する仕切り部３ｃを有している。第１開口部３ａは、マス
ク１の装着時において被検者の顔面に対向する側に開口する。第２開口部３ｂは、マスク
１の装着時において上方に開口する。マスク１の装着時において、被検者の口は、第１開
口部３ａの近傍に配置され、被検者の鼻は、第２開口部３ｂの近傍に配置される。
【００３０】
　呼気導入部３は、第１開口部３ａおよび第２開口部３ｂと連通する導入空間３ｄを区画
している。呼気導入部３は、第１開口部３ａと第２開口部３ｂを通じて被検者の鼻と口か
らの呼気を導入空間３ｄに導入する。呼気導入部３の前部には、導入空間３ｄと連通する
通気路を区画する接続部３ｅが設けられている。
【００３１】
　通気部４は、壁部２に支持されている。通気部４の後部は呼気導入部３の接続部３ｅと
結合されている。通気部４は、その内部に通気路を区画している。通気路は、接続部３ｅ
を介して呼気導入部３の導入空間３ｄと連通している。通気路は、呼気導入部３より導入
された被検者の呼気を後述する呼気ガス濃度検出センサに導く。
【００３２】
　本実施形態に係るマスク１においては、呼気導入部３が壁部２の内部空間２ｂにおける
位置が可変とされている。
【００３３】
　このような構成によれば、被検者の呼気を確実に導入できる位置に呼気導入部３を移動
させることができる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼
気を確実に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００３４】
　また呼気導入部３は、仕切り部３ｃにより区画された第１開口部３ａと第２開口部３ｂ
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を有している。第１開口部３ａは、マスク１の装着時において被検者の顔面に対向する側
に開口する。第２開口部３ｂは、マスク１の装着時において上方に開口する。このような
構成によれば、口からの呼気を第１開口部３ａを通じて確実に導入空間３ｄに導くことが
でき、鼻からの呼気を第２開口部３ｂを通じて確実に導入空間３ｄに導くことができる。
特に第２開口部３ｂが上方に開口しているため、被検者ごとの相違が大きな鼻の形状によ
らず、鼻からの呼気を確実に導入空間３ｄに導くことができる。したがって、被検者ごと
に異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことがで
きる。
【００３５】
　次に、壁部２の内部空間２ｂにおける呼気導入部３の位置を可変とするための具体的な
構成について説明する。
【００３６】
　図２に示すように、マスク１は、右架橋部５ａと左架橋部５ｂを備えている。右架橋部
５ａは、壁部２の右側部と呼気導入部３の右側部を架橋している。左架橋部５ｂは、壁部
２の左側部と呼気導入部３の左側部を架橋している。右架橋部５ａと左架橋部５ｂは、そ
れぞれ長手方向に伸縮可能とされている。具体的には、右架橋部５ａと左架橋部５ｂは、
それぞれ蛇腹部５ａ１、５ｂ１を有している。蛇腹部５ａ１、５ｂ１は、それぞれ右架橋
部５ａと左架橋部５ｂの長手方向への伸縮を許容する蛇腹形状を有している。
【００３７】
　右架橋部５ａの右端部は、壁部２の右側部より外側に延びており、貫通孔５ａ２が形成
されている。左架橋部５ｂの左端部は、壁部２の左側部より外側に延びており、貫通孔５
ｂ２が形成されている。貫通孔５ａ２、５ｂ２には、被検者の耳に掛けてマスク１を顔面
に保持する紐が通される。
【００３８】
　被検者の顔面の形状によっては、顔面の一部（特に鼻）が呼気導入部３に接触する場合
がある。このような場合においても、右架橋部５ａと左架橋部５ｂが伸長することによっ
て呼気導入部３が壁部２の内部空間２ｂを前方に移動し、被検者の顔面に対して過剰な当
接圧を発生しないようにできる。これにより被検者に与える煩わしさを抑制できるため、
マスク１の適正な装着位置が維持されやすい。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形
状によらず、被検者の呼気を確実に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００３９】
　特に右架橋部５ａが蛇腹部５ａ１を有し、左架橋部５ｂが蛇腹部５ｂ１を有することに
よって、右架橋部５ａと左架橋部５ｂの伸縮が可能とされているため、呼気導入部３を支
持する剛性を確保しつつも、大きな伸長量を得ることができる。これにより被検者に与え
る煩わしさをより確実に抑制できるとともに、呼気導入部３の適正な配置の維持が可能と
なる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に呼気
濃度検出センサに導くことができる。
【００４０】
　図１に示すように、壁部２の前部には、右支持部６と左支持部７が装着されている。通
気部４は、右支持部６と左支持部７を介して壁部２に支持されている。
【００４１】
　図３の（ａ）は、通気部４、右支持部６、および左支持部７を取り外した状態のマスク
１の外観を示す斜視図である。図３の（ｂ）は、右支持部６と左支持部７の外観を示す斜
視図である。
【００４２】
　図３の（ａ）に示すように、壁部２の前部に形成された開口２ｃは、右方に延びる右ス
リット２ｃ１と左方に延びる左スリット２ｃ２を含んでいる。右スリット２ｃ１の基端部
における上方と下方には、右係止突起２ｄ１が形成されて後方に延びている（下方の突起
のみ図示；上方の突起は図２参照）。左スリット２ｃ２の基端部における上方と下方には
、左係止突起２ｄ２が形成されて後方に延びている（下方の突起のみ図示）。
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【００４３】
　呼気導入部３の前部には、接続部３ｅが形成されて前方に延びている。接続部３ｅを形
成する周壁は、導入空間３ｄと連通する通気路を区画している。接続部３ｅの前端面にお
いては、周壁の内面より内側に突出する係止部３ｅ１が形成されており、通気路の幅が狭
められている。
【００４４】
　図３の（ｂ）に示すように、右支持部６は、右基部６ａ、一対の右係止片６ｂ、および
右連結部６ｃを備えている。右基部６ａは、後方へ向かい弧状に延びている（図１も参照
）。右支持部６は、壁部２よりも硬質の材料により形成されているが、右基部６ａの後端
部は、その形状に由来する可撓性を有している。一対の右係止片６ｂは、右基部６ａの前
端部より上下方向に延びている。各右係止片６ｂには右貫通孔６ｂ１が形成されている。
右連結部６ｃは、右基部６ａの前端部より左方に延びる一対の右プレート６ｃ１を含んで
いる。一対の右プレート６ｃ１は、上下方向に延びる右ロッド６ｃ２により連結されてい
る。各右プレート６ｃ１には右貫通孔６ｃ３が形成されている。
【００４５】
　左支持部７は、左基部７ａ、一対の左係止片７ｂ、および左連結部７ｃを備えている。
左基部７ａは、後方へ向かい弧状に延びている。左支持部７は、壁部２よりも硬質の材料
により形成されているが、左基部７ａの後端部は、その形状に由来する可撓性を有してい
る。一対の左係止片７ｂは、左基部７ａの前端部より上下方向に延びている。左係止片７
ｂには左貫通孔７ｂ１が形成されている。左連結部７ｃは、左基部７ａの前端部より右方
に延びる一対の左プレート７ｃ１を含んでいる。一対の左プレート７ｃ１は、上下方向に
延びる左ロッド７ｃ２により連結されている。各左プレート７ｃ１には左貫通孔７ｃ３が
形成されている。
【００４６】
　右支持部６は、一対の右係止片６ｂが壁部２の右スリット２ｃ１の後方に配置されるよ
うに装着される。このとき各右係止突起２ｄ１が対応する右貫通孔６ｂ１を挿通し、右支
持部６を壁部２に係止する。左支持部７は、一対の左係止片７ｂが壁部２の左スリット２
ｃ２の後方に配置されるように装着される。このとき各左係止突起２ｄ２が対応する左貫
通孔７ｂ１を挿通し、左支持部７を壁部２に係止する。
【００４７】
　図４の（ａ）は、通気部４を左斜め後方から見た外観を示す斜視図である。通気部４は
、マスク１の前後方向に延びる接続部４ａを備えている。接続部４ａは、内部に通気路を
区画している。接続部４ａの外周面には複数の突起４ａ１が形成されている。複数の突起
４ａ１は、マスク１の前後方向に配列されている。
【００４８】
　図１と図２に示すように、通気部４の接続部４ａと呼気導入部３の接続部３ｅが結合さ
れ、接続部４ａにより区画される通気路と接続部３ｅにより区画される通気路が連通され
る。具体的には、接続部４ａの外周面が接続部３ｅの内周面と対向するように嵌入がなさ
れる。このとき接続部４ａの外周面に形成された突起４ａ１が、接続部３ｅの前端面に形
成された係止部３ｅ１と係合することにより、接続部３ｅの接続部４ａに対する位置決め
がなされる。
【００４９】
　呼気導入部３の接続部３ｅは柔軟性を有する材料から形成されており、通気部４の接続
部４ａに対し、マスク１の前後方向に摺動可能に結合されている。上述のように接続部４
ａの外周面には複数の突起４ａ１がマスク１の前後方向に配列されているため、接続部３
ｅの係止部３ｅ１と係合する突起４ａ１を選ぶことにより、接続部３ｅの接続部４ａに対
する位置を変更することができる。すなわち、呼気導入部３の通気部４に対する配置を、
壁部２の内部空間２ｂにおいて前後方向に変更できる。
【００５０】
　このような構成によれば、マスク１が装着される被検者の顔面の形状に応じて、呼気導
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入部３の内部空間２ｂにおける初期位置を変更できる。例えば被検者の鼻との接触を避け
うる位置や、より確実に被検者の呼気を導入できる位置へ、呼気導入部３を移動させるこ
とができる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実
に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００５１】
　図４の（ａ）に示すように、通気部４は、さらに右連結部４ｂと左連結部４ｃを備えて
いる。
【００５２】
　右連結部４ｂの後端部には、上下方向に延びる複数の右溝４ｂ１が形成されている。複
数の右溝４ｂ１は、マスク１の左右方向に配列されている。右連結部４ｂの上面と下面に
は一対の右突起４ｂ２が形成されている（上面の右突起４ｂ２のみ図示）。
【００５３】
　左連結部４ｃの後端部には、上下方向に延びる複数の左溝４ｃ１が形成されている。複
数の左溝４ｃ１は、マスク１の左右方向に配列されている。左連結部４ｃの上面と下面に
は一対の左突起４ｃ２が形成されている（上面の左突起４ｃ２のみ図示）。
【００５４】
　右支持部６の右連結部６ｃが備える一対の右貫通孔６ｃ３に、通気部４の右連結部４ｂ
に形成された一対の右突起４ｂ２を嵌入することにより、図４の（ｂ）に示すように、右
連結部６ｃが備える一対の右プレート６ｃ１の間に右連結部４ｂが保持される。このとき
右連結部６ｃが備える右ロッド６ｃ２は、複数の右溝４ｂ１の１つと係合する。
【００５５】
　同様にして、左支持部７の左連結部７ｃが備える一対の左貫通孔７ｃ３に、通気部４の
左連結部４ｃに形成された一対の左突起４ｃ２を嵌入することにより、左連結部７ｃが備
える一対の左プレート７ｃ１の間に左連結部４ｃが保持される。このとき左連結部７ｃが
備える左ロッド７ｃ２は、複数の左溝４ｃ１の１つと係合する。
【００５６】
　これにより通気部４は、右支持部６と左支持部７を介して壁部２に支持される。このと
き右連結部４ｂは、一対の右突起４ｂ２を中心として回動可能とされている。同様に、左
連結部４ｃは、一対の左突起４ｃ２を中心として回動可能とされている。
【００５７】
　右支持部６と左支持部７を左右から押圧すると、右基部６ａと左基部７ａが有する可撓
性により壁部２の左右方向の幅が狭まるように変形する。これにより右連結部６ｃと左連
結部７ｃがそれぞれマスク１の左右方向内側に変位し、右連結部４ｂの右溝４ｂ１に対す
る右ロッド６ｃ２の係合、および左連結部４ｃの左溝４ｃ１に対する左ロッド７ｃ２の係
合が解除される。右ロッド６ｃ２は、別の右溝４ｂ１との係合が可能となる。左ロッド７
ｃ２は、別の左溝４ｃ１との係合が可能となる。
【００５８】
　右ロッド６ｃ２と左ロッド７ｃ２を、それぞれ別の右溝４ｂ１と左溝４ｃ１に対向させ
た状態で、右支持部６と左支持部７に対する押圧を解除すると、壁部２が元の形状に弾性
復帰し、右連結部６ｃと左連結部７ｃがそれぞれマスク１の左右方向外側に変位し、右ロ
ッド６ｃ２と左ロッド７ｃ２が、それぞれ別の右溝４ｂ１と左溝４ｃ１に係合する。これ
により右連結部４ｂと左連結部４ｃは、それぞれ右突起４ｂ２と左突起４ｃ２を中心とし
て回動し、通気部４と壁部２の相対位置が変化する。したがって、通気部４と結合された
呼気導入部３の壁部２に対する配置を、壁部２の内部空間２ｂにおいて前後方向に変更で
きる。
【００５９】
　以上説明したように、右支持部６の右連結部６ｃ、左支持部７の左連結部７ｃ、通気部
４の右連結部４ｂおよび左連結部４ｃは、調節機構８を構成し、通気部４が壁部２に支持
されている位置を調節する。
【００６０】



(10) JP 6382497 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　このような構成によれば、マスク１が装着される被検者の顔面の形状に応じて、呼気導
入部３の内部空間２ｂにおける初期位置を変更できる。例えば被検者の鼻との接触を避け
うる位置や、より確実に被検者の呼気を導入できる位置へ、呼気導入部３を移動させるこ
とができる。したがって、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実
に呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００６１】
　特に調節機構８は、壁部２を弾性変形させることにより通気部４が壁部２に支持されて
いる位置を調節可能であるため、複雑な構造を必要としない。したがって、過剰なコスト
の上昇を伴うことなく、被検者ごとに異なる顔面の形状によらず、被検者の呼気を確実に
呼気濃度検出センサに導くことができる。
【００６２】
　図４の（ａ）に示すように、通気部４は、センサ支持部４ｄをさらに備えている。セン
サ支持部４ｄは、中間支持部４ｄ１、右支持部４ｄ２、および左支持部４ｄ３を含んでい
る。中間支持部４ｄ１は、接続部４ａの前方に設けられている。右支持部４ｄ２は、中間
支持部４ｄ１より右方に延びている。左支持部４ｄ３は、接続部４ａの前部より左方に延
びている。
【００６３】
　図５の（ａ）は、通気部４の下部を右前方から見た外観を示す斜視図である。中間支持
部４ｄ１は、接続部４ａに区画された通気路と連通する検出空間を内部に区画している。
これにより検出空間は、通気路の一部を形成している。中間支持部４ｄ１の右側面には、
光透過性の右窓４ｄ４が形成されている。中間支持部４ｄ１の左側面には、光透過性の左
窓４ｄ５が形成されている。右支持部４ｄ２は、下方に開口する右保持空間４ｄ６を区画
している。右窓４ｄ４は、右保持空間４ｄ６内に配置されている。左支持部４ｄ３は、下
方に開口する左保持空間４ｄ７を区画している。左窓４ｄ５は、左保持空間４ｄ７内に配
置されている。中間支持部４ｄ１の下面には一対の係止片４ｄ８が形成されている。
【００６４】
　図５の（ｂ）は、センサ支持部４ｄに装着されるセンサ９の外観を示す斜視図である。
呼気ガス濃度検出センサの一例としてのセンサ９は、筺体９ａを備えている。筺体９ａは
、第１部分９ａ１、第２部分９ａ２、および第３部分９ａ３を含んでいる。第１部分９ａ
１と第２部分９ａ２は、第３部分９ａ３によって接続され、凹部９ａ４を区画している。
【００６５】
　センサ９は、発光素子９ｂと受光素子９ｃを備えている。発光素子９ｂは、筺体９ａの
第１部分９ａ１の内部に収容されている。受光素子９ｃは、筺体９ａの第２部分９ａ２の
内部に収容されている。発光素子９ｂと受光素子９ｃは、凹部９ａ４を挟んで対向してい
る。センサ９にはコード９ｄが接続されている。コード９ｄは、図示しないモニタ装置と
の間で、発光素子９ｂを駆動する信号、および受光素子９ｃによる光検出信号を伝送する
信号線を含んでいる。
【００６６】
　図５と図６を参照しつつ、センサ９の通気部４への装着について説明する。図６は、セ
ンサ９がセンサ支持部４ｄに装着された状態のマスク１を前方から見た外観を示す正面図
である。センサ９は、センサ支持部４ｄの中間支持部４ｄ１が凹部９ａ４と嵌合するよう
に装着される。中間支持部４ｄ１に形成された係止突起４ｄ８は、筺体９ａの第３部分９
ａ３と係合する。これにより、筺体９ａの第１部分９ａ１は、右支持部４ｄ２により区画
された右保持空間４ｄ６に保持される。また筺体９ａの第２部分９ａ２は、左支持部４ｄ
３により区画された左保持空間４ｄ７に保持される。このとき発光素子９ｂは右窓４ｄ４
に対向し、受光素子９ｃは左窓４ｄ５に対向する。すなわち、センサ支持部４ｄは、発光
素子９ｂから出射された光が通気路の一部を横切るようにセンサ９を支持する。
【００６７】
　発光素子９ｂから出射された光は、右窓４ｄ４を通じて中間支持部４ｄ１に区画された
検出空間に進入する。検出空間には、呼気導入部３より導入された被検者の呼気が、通気
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部４の接続部４ａにより区画された通気路を介して導かれている。検出空間を通過した光
は、左窓４ｄ５を通じて受光素子９ｃに至る。発光素子９ｂから出射された光は、呼気ガ
スの一例としての二酸化炭素の吸収を受ける波長を有する。被検者の呼気に含まれる二酸
化炭素の濃度に応じて受光素子９ｃに至る光の強度が変化するため、当該強度をモニタす
ることにより、被検者の呼気に含まれる二酸化炭素濃度を検出できる。
【００６８】
　図５の（ａ）に示すように、通気部４は、さらに換気部４ｅを備えている。換気部４ｅ
は、中間支持部４ｄ１の前方に設けられ、中間支持部４ｄ１により区画された検出空間と
連通する内部空間を区画している。これにより当該内部空間は、通気路の一部を形成して
いる。換気部４ｅの前端面は閉塞壁４ｅ１を形成している。すなわち、発光素子９ｂから
出射される光の進行方向と直交する向きに延びる通気路の前端は、行き止まりとされてい
る。
【００６９】
　換気部４ｅの前部における右側面には換気口４ｅ２が形成されている。図６に示すよう
に、換気部４ｅの前部における左側面にも同様の換気口４ｅ２が形成されている。各換気
口４ｅ２は、壁部２の外側と通気路を連通している。呼気導入部３を通じて通気部４に導
入された被検者の呼気は、各換気口４ｅ２を通じて外部に排出される。すなわち、各換気
口４ｅ２は、通気路と壁部２の外部を連通している。
【００７０】
　換気口４ｅ２は、発光素子４ｂから出射された光が横切る検出空間（通気路の一部）を
避けて配置されているため、換気に伴って外気が検出空間に進入することを抑制できる。
これにより、そのような外気の進入が検出空間における被検者の呼気ガス濃度検出に悪影
響を及ぼすことを防止できる。また換気口４ｅ２により呼気を速やかに排出できる。した
がって、上述した呼気導入部３の位置調節機能とあいまって、被検者の呼気ガス濃度を正
確に検出できる。
【００７１】
　図１に示すように、マスク１は、酸素供給部１０とコード保持部１１をさらに備えてい
る。酸素供給部１０は、右支持部６の前面に設けられている。コード保持部１１は、左支
持部７の前面に設けられている。
【００７２】
　酸素供給部１０は、酸素供給チューブ１２の一端を保持する。酸素供給チューブ１２は
、酸素供給部１０と一体に成形されてもよいし、酸素供給部１０に対して着脱可能とされ
てもよい。図示を省略するが、酸素供給部１０の内部は、壁部２の内部空間２ｂと連通し
ている。酸素供給チューブ１２を通じて外部より供給された酸素は、内部空間２ｂを通じ
て被検者による吸気に供される。
【００７３】
　このとき右架橋部５ａと左架橋部５ｂは、酸素供給部１０より内部空間２ｂに注入され
る酸素を散乱する。これにより内部空間２ｂにおける酸素濃度が均一化される。また酸素
供給部１０より内部空間２ｂに噴出する酸素が被検者の顔面に直接当たらないため、肌の
乾燥を防止できる。
【００７４】
　コード保持部１１は、センサ９に接続されたコード９ｄを着脱可能に保持する。図６は
、コード６ｄがコード保持部１１に保持された状態を示している。なお酸素供給部１０と
コード保持部１１は、通気部４のセンサ支持部４ｄを挟んで、マスク１の左右方向につい
て対称に配置されている。
【００７５】
　このような構成によれば、酸素供給チューブ１２とコード９ｄをマスク１の左右方向に
ついて対称に導出できるため、被検者の顔面に対するマスク１の姿勢を安定させることが
可能である。したがって、上述した呼気導入部３の位置調節機能とあいまって、被検者の
呼気ガス濃度を正確に検出できるのみならず、被検者に対して安定的に酸素を供給可能で
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【００７６】
　上記の実施形態は本発明の理解を容易にするためのものであって、本発明を限定するも
のではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更・改良され得ると共に、本発明
にはその等価物が含まれることは明らかである。
【００７７】
　壁部２の内部空間２ｂにおける呼気導入部３の位置を可変にできる限りにおいて、マス
ク１は、右架橋部５ａと左架橋部５ｂの伸縮性、呼気導入部３の接続部３ｅの通気部４の
接続部４ａに対する摺動可能性、および調節機構８のいずれか１つを備えていればよい。
【００７８】
　調節機構８を省略する場合などにおいて、通気部４は、必ずしも壁部２に支持されるこ
とを要しない。例えば呼気導入部３に支持される構成としてもよい。
【００７９】
　通気部４のセンサ支持部４ｄの構成は、装着されるセンサ９の仕様に応じて適宜に変更
可能である。例えば、上記の実施形態におけるセンサ９は、発光素子９ｂを収容する部分
と受光素子９ｃを収容する部分が一体に形成された筺体９ａを備えている。しかしながら
、発光素子９ｂを収容する筺体と受光素子９ｃを備える筺体は別体でもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　１：マスク、２：壁部、３：呼気導入部、３ａ：第１開口部、３ｂ：第２開口部、３ｃ
：仕切り部、４：通気部、４ｄ：センサ支持部、４ｅ２：換気口、５ａ：右架橋部、５ａ
１：蛇腹部、５ｂ：左架橋部、５ｂ１：蛇腹部、８：調節機構、９：センサ、９ｂ：発光
素子、９ｃ：受光素子、９ｄ：コード、１０：酸素供給部、１１：コード保持部、１２：
酸素供給チューブ

【図１】 【図２】
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